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(57)【要約】
【課題】吐出弁の単位弁開閉速度あたりの液体の流量変
化率を安定させる。
【解決手段】吐出弁ユニットは、ポンプ３３０の吐出側
に設けられる吐出弁３３４と、吐出弁３３４を可変速に
開閉させるモータ３３６と、モータ３３６を介して吐出
弁３３４の開閉を制御することによって、ポンプ３３０
から吐出される液体の流量を制御する弁制御部２１４と
、を備える。弁制御部２１４は、吐出弁３３４の単位弁
開閉速度あたりの液体の流量変化率があらかじめ設定さ
れた範囲内になるように、吐出弁３３４の開度ごとに弁
開閉速度が設定された第１の弁開閉速度パターンにした
がって、吐出弁３３４の開閉を制御する。
【選択図】図１



(2) JP 2014-119086 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を揚排液するポンプの吐出側に設けられる吐出弁ユニットであって、
　前記ポンプの吐出側に設けられる弁と、
　前記弁を可変速に開閉させるドライバと、
　前記ドライバを介して前記弁の開閉を制御することによって、前記ポンプから吐出され
る液体の流量を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記弁の単位弁開閉速度あたりの前記液体の流量変化率があらかじめ設
定された範囲内になるように、前記弁の開度ごとに前記弁の単位弁開閉速度が設定された
第１の弁開閉速度パターンにしたがって、前記弁の開閉を制御する、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項２】
　請求項１の吐出弁ユニットにおいて、
　前記制御部は、前記ポンプが通常運転をしているか、前記ポンプが始動信号に応じて始
動運転をしているか、又は前記ポンプが停止信号に応じて停止運転をしているかを判定し
、
　前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁開閉速度パターンに
したがって前記弁の開閉を制御し、
　前記ポンプが始動運転又は停止運転をしていると判定した場合は、第１の弁開度領域に
対して第１の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第１の弁開度領域より大きな第２の弁
開度領域に対して前記第１の範囲内の弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速度が
設定された第２の弁開閉速度パターンにしたがって、前記弁の開閉を制御する、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項３】
　請求項２の吐出弁ユニットにおいて、
　前記制御部は、前記ポンプが始動運転又は停止運転をしていると判定した場合は、前記
弁の開度が２０°～４０°の所定開度未満の第１の弁開度領域に対して第１の範囲内の弁
開閉速度が設定され、前記所定開度以上の第２の弁開度領域に対して前記第１の範囲内の
弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速度が設定された第２の弁開閉速度パターン
にしたがって、前記弁の開閉を制御する、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項の吐出弁ユニットにおいて、
　停電時に前記制御部に電源を供給するバッテリ電源を備え、
　前記制御部は、前記ポンプが通常運転をしているか、又は前記ポンプが停電による緊急
停止信号に応じて緊急停止運転をしているかを判定し、
　前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁開閉速度パターンに
したがって前記弁の開閉を制御し、
　前記ポンプが緊急停止運転をしていると判定した場合は、第３の弁開度領域に対して第
３の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第３の弁開度領域より大きな第４の弁開度領域
に対して前記第３の範囲内の弁開閉速度より大きい第４の範囲内の弁開閉速度が設定され
た第３の弁開閉速度パターンにしたがって、前記バッテリ電源を用いて前記弁を閉止制御
し、前記弁を逆止弁として機能させる、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項５】
　請求項４の吐出弁ユニットにおいて、
　前記制御部は、前記ポンプが緊急停止運転をしていると判定され、かつ、前記弁の開度
が前記第４の弁開度領域にある場合は、前記第４の範囲内の弁開閉速度によって前記弁を
閉止制御し、前記弁の開度が前記第３の弁開度領域まで閉止されたら、前記第３の弁開度
領域まで閉止された時の開度で所定時間弁の閉止制御を停止し、所定時間経過後、前記第
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３の範囲内の弁開閉速度によって前記弁を閉止制御する、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項の吐出弁ユニットにおいて、
　停電時に前記制御部に電源を供給するバッテリ電源を備え、
　前記制御部は、前記ポンプが通常運転をしているか、前記ポンプが始動信号に応じて始
動運転をしているか、前記ポンプが停止信号に応じて停止運転をしているか、又は前記ポ
ンプが停電による緊急停止信号に応じて緊急停止運転をしているかを判定し、
　前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁開閉速度パターンに
したがって前記弁の開閉を制御し、
　前記ポンプが始動運転又は停止運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁開度領
域に対して第１の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第１の弁開度領域より大きな第２
の弁開度領域に対して前記第１の範囲内の弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速
度が設定された第２の弁開閉速度パターンにしたがって、前記弁の開閉を制御し、
　前記ポンプが緊急停止運転をしていると判定した場合は、前記第３の弁開度領域に対し
て第３の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第３の弁開度領域より大きな第４の弁開度
領域に対して前記第３の範囲内の弁開閉速度より大きい第４の範囲内の弁開閉速度が設定
された第３の弁開閉速度パターンにしたがって、前記バッテリ電源を用いて前記弁を閉止
制御し、前記弁を逆止弁として機能させる、
　ことを特徴とする吐出弁ユニット。
【請求項７】
　液体を貯留する液体槽と、
　前記液体槽に貯留された液体を揚排液するポンプと、
　前記ポンプを駆動する駆動機と、
　前記ポンプの吐出側に設けられた請求項１乃至７のいずれか１項の吐出弁ユニットと、
　を備えたことを特徴とするポンプシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吐出弁ユニット、及びポンプシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、浄水場又はダムなどの様々な施設で、水などの液体を揚排水するためにポンプシ
ステムが用いられている。ポンプシステムは、モータなどの駆動機によってポンプを駆動
し、すなわち機械エネルギを液体の運動エネルギに変換することによって、貯留槽などに
貯留された液体を移送する。
【０００３】
　ところで、ポンプから吐出される液体の流量を制御する方法としては、ポンプの吐出側
の配管に設けた吐出弁の弁開度の制御、ポンプ羽根車の回転速度の制御、又はポンプ羽根
車の翼角度の制御などが知られている。これらの中で、吐出弁の弁開度による流量制御は
設備が簡素となるため、多く使用されている。
【０００４】
　しかしながら、ポンプ用の吐出弁に使用される仕切弁等では、弁の各開度における損失
係数の変化が大きいために、僅かな開度変化に対してポンプの吐出量が大きく変わること
がある。このため、目標流量に合わせづらく（すなわち制御しにくく）、流量が安定せず
、ハンチングを起こすおそれがある。
【０００５】
　その対策として、仕切弁に比べ、流量制御性が良い（開度－損失特性が流量制御に適し
ている）弁として、バタフライ弁やロート弁（コーン弁ともいう）を用いる場合があるが
、制御の安定性には改善の余地があった。



(4) JP 2014-119086 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

【０００６】
　従来技術としては、インバータ制御可能な交流電動機によって弁を開閉することによっ
て、弁の開閉速度を変化させる方法がある。より具体的には、弁を回動するための負荷ト
ルクが大きくなる弁開度（弁開度０～４０％の範囲）では弁を遅く開閉し、負荷トルクが
小さくなる弁開度（弁開度４０～１００％の範囲）では弁を早く開閉するというものであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３０７９４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術では、弁の単位弁開閉速度あたりの流量変化率を安定させるこ
とについては考慮していない。
【０００９】
　すなわち、実際の運転においては、弁の単位弁開閉速度あたりの流量変化率が不安定に
なり易い。このため、送液配管内にて流量のハンチングや急激な圧力変動を起こしやすく
、安定した運転が難しいことがある。
【００１０】
　この点、従来技術は、弁を所望の開閉速度に正確に設定し維持することを目的とするた
め、弁の単位弁開閉速度あたりの液体の流量変化率を安定させることについては考慮して
いない。
【００１１】
　なお、吐出弁の弁開度の制御の他には、ポンプ羽根車の回転速度制御や、ポンプ羽根車
の翼角度の制御などがあるが、ポンプ停止時などに液体が逆流するのを防止するためには
何らかの弁の設置が必要である。これに加えて、回転速度制御のためのインバータ装置や
複雑な翼角操作機構が必要となるため、設置費用が高く、維持管理も複雑になるなど、経
済性に難がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願発明の吐出弁ユニットは、上記課題に鑑みなされたもので、液体を揚排液するポン
プの吐出側に設けられ、前記ポンプの吐出側に設けられる弁と、前記弁を可変速に開閉さ
せるドライバと、前記ドライバを介して前記弁の開閉を制御することによって、前記ポン
プから吐出される液体の流量を制御する制御部と、を備える。
【００１３】
　そして、前記制御部は、前記弁の単位弁開閉速度あたりの前記液体の流量変化率があら
かじめ設定された範囲内になるように、前記弁の開度ごとに前記弁の単位弁開閉速度が設
定された第１の弁開閉速度パターンにしたがって、前記弁の開閉を制御することを特徴と
する。
【００１４】
　本願発明によれば、第１の弁開閉速度パターンは、弁の単位弁開閉速度あたりの前記液
体の流量変化率があらかじめ設定された範囲内となるように、弁の開度ごとに弁の単位弁
開閉速度が設定される。そして、制御部は、第１の弁開閉速度パターンにしたがって弁の
開閉を制御するので、弁の単位弁開閉速度あたりの流量変化率を安定させることができる
。その結果、送液管路内の流量のハンチングや急激な圧力変動を抑制し、安定した運用が
できる。
【００１５】
　また、前記制御部は、前記弁の単位弁開閉速度あたりの前記液体の流量変化率が、設備
としての許容範囲内（例えば、０．６～１．０（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓｅｃ／°）））
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になるように、前記弁の開度ごとに前記弁の開閉速度が設定された第１の弁開閉速度パタ
ーンにしたがって、前記弁の開閉を制御することができる。
【００１６】
　また、前記制御部は、前記ポンプが通常運転をしているか、前記ポンプが始動信号に応
じて通常運転に至る一連の始動運転をしているか、又は前記ポンプが停止信号に応じて停
止運転に至る一連の停止運転をしているかを判定することができる。
【００１７】
　そして、制御部は、前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁
開閉速度パターンにしたがって前記弁の開閉を制御し、前記ポンプが始動運転又は停止運
転をしていると判定した場合は、第１の弁開度領域に対して第１の範囲内の弁開閉速度が
設定され、前記第１の弁開度領域より大きな第２の弁開度領域に対して前記第１の範囲内
の弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速度が設定された第２の弁開閉速度パター
ンにしたがって、前記弁の開閉を制御することができる。
【００１８】
　すなわち、ポンプは、定格仕様で最も効率が高くなるように設計されているため、小水
量域（小開度領域）ではキャビテーションの発生など、振動や羽根車の損傷が起こりやす
い状態となる。このため、長寿命化のためには、なるべく小水量域での運転は避けること
が好ましい。特に、起動頻度の多いポンプ設備は、ポンプの始動停止運転時の小水量域で
の運転の累積時間が長くなり、羽根車の損傷等が問題になり得る。これに対して、本願発
明は、ポンプの始動運転又は停止運転の際には、第１の弁開度領域（小開度領域）におけ
る第１の範囲内の弁開閉速度を、第２の弁開度領域（大開度領域）における第２の範囲内
の弁開閉速度より大きく設定しているので、小水量域（小開度領域）におけるポンプの運
転時間を短縮することができる。その結果、ポンプの始動停止運転時の小水量域での運転
の累積時間を短縮することができるので、羽根車の損傷等の発生を抑制することができる
。
【００１９】
　また、前記制御部は、前記ポンプが始動運転又は停止運転をしていると判定した場合は
、前記弁の開度が２０°～４０°の開度未満の第１の弁開度領域に対して第１の範囲内の
弁開閉速度が設定され、前記所定開度以上の第２の弁開度領域に対して前記第１の範囲内
の弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速度が設定された第２の弁開閉速度パター
ンにしたがって、前記弁の開閉を制御することができる。
【００２０】
　また、前記弁の開閉を駆動するバッテリ電源を備える場合、前記制御部は、前記ポンプ
が通常運転をしているか、又は前記ポンプが緊急停止信号に応じて緊急停止運転をしてい
るかを判定することができる。
【００２１】
　この場合、前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１の弁開閉速度
パターンにしたがって前記弁の開閉を制御し、前記ポンプが緊急停止運転をしていると判
定した場合は、前記第３の弁開度領域に対して第３の範囲内の弁開閉速度が設定され、前
記第３の弁開度領域より大きい第４の弁開度領域に対して前記第３の弁開閉速度より大き
い第４の弁開閉速度が設定された第３の弁開閉速度パターンにしたがって、前記バッテリ
電源を用いて前記弁を閉止制御し、前記弁を逆止弁として機能させることができる。
【００２２】
　すなわち、例えばポンプ設備の停電などによってポンプトリップが発生した場合、第４
の弁開度領域（大開度領域）においては、第３の弁開度領域（小開度領域）における第３
の範囲内の弁開閉速度より大きい第４の範囲内の弁開閉速度によって弁を閉止制御する。
これにより、ポンプトリップが発生した場合に、第４の弁開度領域（大開度領域）におい
て急速に弁を閉止制御するとともに、弁が完全に閉止される直前の第３の弁開度領域にお
いては、緩やかに弁を閉止することによって弁体の急閉鎖を防止し、弁体の損傷を防ぐこ
とができる。
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【００２３】
　また、前記制御部は、前記ポンプが緊急停止運転をしていると判定され、かつ、前記弁
の開度が前記第４の弁開度領域にある場合は、前記第４の範囲内の弁開閉速度によって前
記弁を閉止制御し、前記弁の開度が前記第３の弁開度領域まで閉止されたら、前記第３の
弁開度領域まで閉止された時の開度で所定時間弁の閉止制御を停止し、所定時間経過後、
前記第３の弁開閉速度によって前記弁を閉止制御することができる。
【００２４】
　これによれば、ポンプトリップにより水撃作用が発生して管内の圧力上昇が発生したと
しても、弁の開度が第３の弁開度領域まで閉止されたところで弁の閉止制御を所定時間停
止するので、この間に、ポンプ吐出側の圧力をポンプ吸込側に逃がすことができる。その
結果、ポンプ吐出側の圧力上昇を抑制することができるので、送液管の破損を防止するこ
とができる。
【００２５】
　また、停電時に前記制御部に電源を供給するバッテリ電源を備える場合、前記制御部は
、前記ポンプが通常運転をしているか、前記ポンプが始動信号に応じて始動運転をしてい
るか、前記ポンプが停止信号に応じて停止運転をしているか、又は前記ポンプが停電によ
る緊急停止信号に応じて緊急停止運転をしているかを判定することができる。
【００２６】
　そして、前記制御部は、前記ポンプが通常運転をしていると判定した場合は、前記第１
の弁開閉速度パターンにしたがって前記弁の開閉を制御する。また、前記制御部は、前記
ポンプが始動運転又は停止運転をしていると判定した場合は、第１の弁開度領域に対して
第１の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第１の弁開度領域より大きい第２の弁開度領
域に対して前記第１の範囲内の弁開閉速度より小さい第２の範囲内の弁開閉速度が設定さ
れた第２の弁開閉速度パターンにしたがって、前記弁の開閉を制御する。また、前記制御
部は、前記ポンプが緊急停止運転をしていると判定した場合は、第３の弁開度領域に対し
て第３の範囲内の弁開閉速度が設定され、前記第３の弁開度領域より大きい第４の弁開度
領域に対して前記第３の範囲内の弁開閉速度より大きい第４の範囲内の弁開閉速度が設定
された第３の弁開閉速度パターンにしたがって、前記バッテリ電源を用いて前記弁を閉止
制御し、前記弁を逆止弁として機能させる。
【００２７】
　また、本願発明のポンプシステムは、液体を貯留する液体槽と、前記液体槽に貯留され
た液体を揚排液するポンプと、前記ポンプを駆動する駆動器と、前記ポンプの吐出側に設
けられた上述のいずれかの吐出弁ユニットと、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　かかる本願発明によれば、弁の単位弁開閉速度あたりの液体の流量の変化率を安定させ
ることができるために、送液配管内の流量のハンチングや急激な圧力変動を抑制すること
ができ、ポンプ羽根車の損傷等の発生も未然に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本実施形態のポンプシステムの全体構成を示す図である。
【図２】図２は、本実施形態で用いるポンプの流量制御特性（仮定条件時）の一例を示す
図である。
【図３】図３は、比較例における弁開度速度パターンと単位弁開度速度あたりの流量変化
率の一例を示す図である。
【図４】図４は、吐出弁の開度変化による流量変化量の一例と、流量変化率の一例を示す
図である。
【図５】図５は、第１実施形態における第１の弁開閉速度パターンと単位弁開閉速度あた
りの流量変化率の一例を示す図である。
【図６】図６は、第１実施形態における第１の弁開閉速度パターンと単位弁開閉速度あた
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りの流量変化率の他の例を示す図である。
【図７】図７は、第１実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【図８】図８は、第２実施形態における第２の弁開閉速度パターンの一例を示す図である
。
【図９】図９は、ポンプのミニマムフローについて説明するための図である。
【図１０】図１０は、第２実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【図１１】図１１は、第３実施形態における第３の弁開閉速度パターンの一例を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、第３実施形態における弁開閉の制御のタイムチャートの一例を示す
図である。
【図１３】図１３は、第３実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本願発明の一実施形態に係る吐出弁ユニット、及びポンプシステムを図面に基づ
いて説明する。以下の実施形態は、一例として、浄水場において水槽に貯留されている水
を揚排水するポンプシステム、及びポンプシステムに設置された吐出弁ユニットを説明す
るが、これには限られない。その他、液体を揚排水する施設（例えばダムなどの上流水槽
からの放流弁）においても本願発明を適用することができる。
【００３１】
　図１は、本実施形態のポンプシステムの全体構成を示す図である。本実施形態のポンプ
システム１０００は、操作室１００と、電気室２００と、ポンプ設備３００とを備える。
【００３２】
　操作室１００には、監視操作卓１０２、及びサーバ１０４が設置される。
【００３３】
　監視操作卓１０２は、オペレータがポンプ設備３００におけるポンプの揚排水などの状
態をモニタするための出力インターフェース（表示器）と、オペレータがポンプの揚排水
に対する指令を入力する入力インターフェース（キーボード、タッチパネル等）を備える
。
【００３４】
　サーバ１０４は、監視操作卓１０２に表示するためのデータ処理を行うとともに、監視
操作卓１０２から入力された指令信号を適宜処理して電気室２００へ出力する。
【００３５】
　電気室２００には、無停電電源２０２と、受配電・操作制御盤２１０とが設置される。
【００３６】
　無停電電源２０２は、停電時に受配電・操作制御盤２１０へ電力を供給する電源装置で
ある。受配電・操作制御盤２１０は、通常時は送電網から変電所を介して供給された電力
によって動作し、停電時には無停電電源２０２から供給された電力によって動作する。
【００３７】
　受配電・操作制御盤２１０は、ポンプ設備３００に設けられた各種ポンプを制御するポ
ンプ制御部２１２と、ポンプ設備３００に設けられた各種弁の開閉を制御する弁制御部２
１４とを備える。受配電・操作制御盤２１０は、ポンプ設備３００に設けられた各種ポン
プ、及び各種弁に加えて、他の補機類に対する各種制御も行う。なお、ポンプ制御部２１
２と弁制御部２１４の詳細は、後述する。
【００３８】
　ポンプ設備３００には、機側操作盤３１０、吸込水槽３２０、及び吸込水槽３２０に貯
留された水を揚排水するための各種機器が設けられる。
【００３９】
　機側操作盤３１０は、ポンプ場にいるオペレータがポンプの揚排水に対する指令を入力
する入力インターフェース（キーボード、タッチパネル等）である。機側操作盤３１０に
対して入力された指令信号は、受配電・操作制御盤２１０へ出力され、受配電・操作制御
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盤２１０において適宜処理される。
【００４０】
　吸込水槽３２０は、浄水場で用いられる水を貯留する槽である。
【００４１】
　吸込水槽３２０に貯留された水を揚排水するための各種機器は、ポンプ３３０と電動機
３３２、吐出弁３３４とモータ３３６、真空ポンプ３４０と電動機３４２、吸気弁３４４
とモータ３４６を含む。ポンプ設備３００には、これらの各種機器による揚排水系統が２
系統設けられている。２つの揚排水系統はいずれも同様の構成を有するので、同一の符号
を付して一方の説明を省略する。
【００４２】
　まず、ポンプ制御部２１２と弁制御部２１４について説明する。ポンプ制御部２１２は
、サーバ１０４又は機側操作盤３１０から出力された指令信号に基づいて、ポンプ３３０
の動作を制御するためのポンプ制御信号を電動機３３２へ出力する。また、ポンプ制御部
２１２は、サーバ１０４又は機側操作盤３１０から出力された指令信号に基づいて、真空
ポンプ３４０の動作を制御するための真空ポンプ制御信号を電動機３４２へ出力する。
【００４３】
　弁制御部２１４は、サーバ１０４又は機側操作盤３１０から出力された指令信号に基づ
いて、吐出弁３３４の開閉を制御するための吐出弁制御信号をモータ３３６へ出力する。
また、弁制御部２１４は、サーバ１０４又は機側操作盤３１０から出力された指令信号に
基づいて、吸気弁３４４の開閉を制御するための吸気弁制御信号をモータ３４６へ出力す
る。弁制御部２１４は、モータ３３６を介して吐出弁３３４の開閉を制御することによっ
て、ポンプ３３０の流量を制御する。
【００４４】
　電動機３３２は、ポンプ制御部２１２から送信されたポンプ制御信号に基づいて、ポン
プ３３０を駆動する。また、電動機３４２は、ポンプ制御部２１２から送信された真空ポ
ンプ制御信号に基づいて、真空ポンプ３４０を駆動する。
【００４５】
　ポンプ３３０には、吸込水槽３２０の内部とポンプ３３０とを連通する吸水配管３３１
が接続されている。また、ポンプ３３０には、ポンプ３３０と他の図示していない施設と
を連通する送水配管３３３が接続されている。ポンプ３３０は、電動機３３２により駆動
されることによって、吸水配管３３１を介して吸込水槽３２０に貯留された水を汲み上げ
、汲み上げた水を、送水配管３３３を介して他の施設へ移送する。
【００４６】
　また、ポンプ３３０には、ポンプ３３０と真空ポンプ３４０とを連通する吸気配管３４
１が接続されている。真空ポンプ３４０は、ポンプ制御部２１２から送信された真空ポン
プ制御信号に基づいて動作する。より具体的には、真空ポンプ３４０は、ポンプ３３０の
始動運転時において、ポンプ３３０や吸水配管３３１の内部の空気を吸引することによっ
て、ポンプ３３０内部に水を満たす。
【００４７】
　吸気配管３４１には、吸気弁３４４が設けられている。吸気弁３４４は、吸気配管３４
１の開閉を行う弁である。また、吸気弁３４４には、吸気弁３４４を開閉させるモータ３
４６が設けられる。モータ３４６は、弁制御部２１４から送信された吸気弁制御信号に基
づいて、吸気弁３４４の開閉を制御する。
【００４８】
　送水配管３３３には、吐出弁３３４が設けられている。吐出弁３３４は、例えば、バタ
フライ弁、仕切弁、コーン（ロート）弁など、送水配管３３３の開度が調整可能な弁であ
る。吐出弁３３４は、ポンプ３３０の吐出側に設けられている。
【００４９】
　また、吐出弁３３４には、吐出弁３３４を可変速に開閉させるモータ（ドライバ）３３
６が設けられている。モータ３３６は、弁制御部２１４から送信された弁制御信号に基づ
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いて、吐出弁３３４の開閉を制御する。なお、吐出弁３３４、モータ３３６、及び弁制御
部２１４によって、吐出弁ユニット３５０が構成される。
【００５０】
　＜第１実施形態＞
　ここで、弁制御部２１４による制御の第１実施形態について説明するが、その前に、本
実施形態で用いるポンプの流量制御特性と、比較例について説明する。図２は、本実施形
態で用いるポンプの流量制御特性の一例を示す図である。図３は、比較例における弁開閉
速度パターンと単位弁開度速度あたりの流量変化率の一例を示す図である。
【００５１】
　図２において、横軸は、ポンプ３３０の流量（ｍ３／ｍｉｎ）であり、縦軸は、揚程（
ｍ）である。グラフ４０１は、本実施形態で用いるポンプ３３０のＱ－Ｈ曲線の例である
。また、グラフ４０２～グラフ４０９はそれぞれ、吐出弁３３４の弁開度が２０°，３０
°，４０°，５０°，６０°，７０°，８０°，９０°の際の抵抗曲線の例である。グラ
フ４０１と、グラフ４０２～グラフ４０９との交点が、ポンプ３３０の動作点となる。こ
のような流量制御特性を有するポンプ３３０において、吐出弁３３４の弁開閉速度を固定
した場合のポンプ３３０の流量変化率の比較例について、以下説明する。
【００５２】
　図３において、横軸は、吐出弁３３４の弁開度である。また、図３において、左側の縦
軸は、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりのポンプ３３０の流量変化率であり、グラフ
４１０が対応する。また、図３において、右側の縦軸は、吐出弁３３４の弁開閉速度であ
り、グラフ４２０が対応する。
【００５３】
　図３は、グラフ４２０に示すように、吐出弁３３４の弁開閉速度を２ｓｅｃ／°、つま
り約０．５０（°／ｓｅｃ）に固定した場合のポンプ３３０の流量変化率（言い換えれば
、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりの水の流量変化率）をシミュレートしたものであ
る。
【００５４】
　ここで、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりの水の流量変化率について説明する。図
４は、吐出弁の開度変化による流量変化量の一例と、流量変化率の一例を示す図である。
【００５５】
　図中の表４３０は、吐出弁３３４の弁開度を変化させた場合に、１分間あたりの水の流
量がどの程度変化したかを表すものである。例えば、図中の表４３０に示すように、弁開
度を９０°から８０°へ変化させた場合、１分間あたりの水の流量は０．１（ｍ３／ｍｉ
ｎ）変化する。
【００５６】
　一方、図中の表４４０は、例えば弁開度を９０°から８０°へ変化させた場合の代表開
度を８５°と決めて、この代表開度における流量変化量を、弁開閉速度（２ｓｅｃ／°）
で割ることにより、流量変化率を求めたものである。例えば、代表開度８５°については
、流量変化量が０．１（ｍ３／ｍｉｎ）であり、弁開閉速度が２（ｓｅｃ／°）であるの
で、流量変化率は、０．１÷２＝０．０５（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓｅｃ／°））となる
。なお、表４４０は、吐出弁３３４の弁開度によらず、弁開閉速度を一定の速度（全開か
ら全閉まで３分）にした場合の値である。各代表開度における流量変化率をプロットする
ことによって、グラフ４１０が形成される。
【００５７】
　図３に示すように、吐出弁３３４の弁開閉速度を固定した場合、グラフ４１０に示すよ
うに、ポンプ３３０の流量変化率は安定せず、約０～約２．３（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓ
ｅｃ／°））の範囲で大きく値が振れる。
【００５８】
　このように、ポンプ３３０の流量変化率が不安定になった場合、送水配管３３３内の流
量のハンチングや急激な圧力変動を起こしやすく、ポンプシステムの安定した運用が難し
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い場合がある。なお、吐出弁３３４の弁開閉速度を他の値にした場合であっても、やはり
弁開閉速度が固定されていれば、図３と同様にポンプ３３０の流量変化率は大きく変動す
る。
【００５９】
　これに対して、図５は、第１実施形態における第１の弁開閉速度パターンと単位弁開度
速度あたりの流量変化率の一例を示す図である。
【００６０】
　図５において、横軸は、吐出弁３３４の弁開度である。また、図５において、左側の縦
軸は、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりのポンプ３３０の流量変化率であり、グラフ
５１０が対応する。また、図５において、右側の縦軸は、吐出弁３３４の弁開閉速度であ
り、グラフ５２０が対応する。
【００６１】
　図５に示すように、第１実施形態では、吐出弁３３４の弁開閉速度を固定せず、弁開度
ごとに異なる値としている。すなわち、第１実施形態では、約２０°～約７０°の弁開度
の範囲では、弁開閉速度を約０．２５（°／ｓｅｃ）未満にし、約７０°～約８０°の弁
開度の範囲では、弁開閉速度を約０．５（°／ｓｅｃ）にし、約８０°～約９０°の弁開
度の範囲では、弁開閉速度を約２．０（°／ｓｅｃ）にする。
【００６２】
　これによって、グラフ５１０に示すように、吐出弁３３４の単位弁開度速度あたりの流
量変化率は、約０．８（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓｅｃ／°））で安定する。
【００６３】
　言い換えれば、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりの流量変化率が、ある値（例えば
０．８（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓｅｃ／°）））で安定するように、吐出弁３３４の開度
ごとの弁の開閉速度をあらかじめ設定するということである。あらかじめ設定された吐出
弁３３４の開度ごとの弁の開閉速度（グラフ５２０）は、第１の弁開閉速度パターンを形
成する。
【００６４】
　なお、本実施形態では、ポンプ３３０の流量変化率が、約０．８（（ｍ３／ｍｉｎ）／
（ｓｅｃ／°））で安定するように、吐出弁３３４の開度ごとの弁の開閉速度を設定する
例を示したが、これには限られない。例えば、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりの流
量変化率が、あらかじめ設定された範囲内（例えば、０．２～２．４（（ｍ３／ｍｉｎ）
／（ｓｅｃ／°）））になるように、吐出弁３３４の開度ごとに弁開閉速度を設定するこ
ともできる。また、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりのポンプ３３０の流量変化率が
、０．４～１．６（（ｍ３／ｍｉｎ）／（ｓｅｃ／°））になるように、吐出弁３３４の
開度ごとに弁の開閉速度を設定すると、好ましい。
【００６５】
　弁制御部２１４は、吐出弁３３４の開閉制御を行う際には、あらかじめ設定された第１
の弁開閉速度パターンにしたがって、吐出弁３３４の開閉を制御する。
【００６６】
　したがって、本実施形態によれば、吐出弁３３４の単位弁開閉速度あたりの水の流量変
化率を安定させることができる。その結果、送水配管３３３内の流量のハンチングや急激
な圧力変動を抑制することができるので、ポンプシステムの安定した運用を図ることがで
きる。
【００６７】
　なお、図５の例では、吐出弁３３４の開度ごとに弁の開閉速度が階段状に異なる第１の
弁開閉速度パターンを用いたが、これには限られない。図６は、第１実施形態における第
１の弁開閉速度パターンと単位弁開閉速度あたりの流量変化率の他の例を示す図である。
例えば、図６のグラフ５３０に示すように、第１の弁開閉速度パターンは、なめらかに変
化するよう設定することもできる。また、第１の弁開閉速度パターンは、グラフや表等に
より記憶させてもよく、近似曲線や関数として記憶させてもよい。
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【００６８】
　また、実揚程変動が大きいポンプ設備においては、実揚程により流量変化率が影響を受
ける場合があるので、開閉速度の設定を、実揚程を変数とした関数として設定することが
好ましい。なお、その場合は、吸吐出水位（又は圧力）を計測し、弁制御部２１４に入力
させ、弁制御部２１４により水位差（圧力差）より実揚程を算出させ、当該設定値で制御
することができる。
【００６９】
　次に、第１実施形態におけるポンプの流量制御の方法について説明する。図７は、第１
実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【００７０】
　まず、弁制御部２１４は、ポンプ始動指令を受信する（ステップＳ１０１）。すると、
弁制御部２１４は、吸気弁３４４を「開」に制御する（ステップＳ１０２）。具体的には
、弁制御部２１４は、モータ３４６に対して、吸気弁３４４を「開」に制御する信号を出
力する。モータ３４６は、制御信号に基づいて、吸気弁３４４を「開」に駆動する。
【００７１】
　続いて、ポンプ制御部２１２は、真空ポンプ３４０を起動する（ステップＳ１０３）。
具体的には、ポンプ制御部２１２は、電動機３４２に対して、真空ポンプ３４０を起動す
る信号を出力する。電動機３４２は、制御信号に基づいて、真空ポンプ３４０を起動する
。
【００７２】
　このように、吸気弁３４４が「開」にされた状態で真空ポンプ３４０を起動することに
よって、ポンプ３３０や吸水配管３３１の内部の空気が徐々に吸引され、ポンプ３３０が
水で満たされる。
【００７３】
　続いて、弁制御部２１４及びポンプ制御部２１２は、ポンプ３３０が満水になったか否
かを判定する（ステップＳ１０４）。弁制御部２１４及びポンプ制御部２１２は、ポンプ
３３０が満水になっていないと判定されたら（ステップＳ１０４，Ｎｏ）、ステップＳ１
０４の処理を繰り返す。
【００７４】
　一方、弁制御部２１４及びポンプ制御部２１２は、ポンプ３３０が満水になったと判定
されたら（ステップＳ１０４，Ｙｅｓ）、吸気弁３４４を「閉」に制御するとともに、真
空ポンプ３４０を停止する（ステップＳ１０５）。
【００７５】
　続いて、ポンプ制御部２１２は、ポンプ３３０の始動運転を開始する（ステップＳ１０
６）。具体的には、ポンプ制御部２１２は、電動機３３２に対して、ポンプ３３０を始動
運転する信号を出力する。電動機３３２は、制御信号に基づいて、ポンプ３３０の始動運
転を開始する。
【００７６】
　続いて、弁制御部２１４は、ポンプ３３０の始動運転が終了したか否かを判定する（ス
テップＳ１０７）。弁制御部２１４は、ポンプ３３０の始動運転が終了していないと判定
したら（ステップＳ１０７，Ｎｏ）、ステップＳ１０７の処理を繰り返す。
【００７７】
　一方、弁制御部２１４は、ポンプ３３０の始動運転が終了したと判定したら（ステップ
Ｓ１０７，Ｙｅｓ）、弁開度又は目標流量の指令を受信したか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０８）。弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信していないと判定した
ら（ステップＳ１０８，Ｎｏ）、ステップＳ１０８の処理を繰り返す。
【００７８】
　一方、弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信したと判定したら（ステッ
プＳ１０８，Ｙｅｓ）、第１の弁開閉速度パターンに基づいて、吐出弁３３４の開閉を制
御する（ステップＳ１０９）。
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【００７９】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の
吐出流量（吐出弁３３４の吐出流量）が目標流量に達したか否かを判定する（ステップＳ
１１０）。
【００８０】
　弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達しておらず、かつ、ポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達していないと判定したら（ステップＳ１１０，Ｎｏ）、ステップＳ
１０９に戻って、第１の弁開閉速度パターンに基づく吐出弁３３４の開閉制御を行う。
【００８１】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達したと判定したら（ステップＳ１１０，Ｙｅｓ）、ステップＳ１０
８に戻って、弁開度又は目標流量の新たな指令を待つ。
【００８２】
　以上、本実施形態によれば、弁の単位弁開閉速度あたりの液体の流量変化率を安定させ
ることができる。すなわち、従来の吐出弁制御の場合、図３に示すように、吐出弁３３４
の各開度で流量変化率が大きく異なってしまい、目標流量に対してフィードバック制御を
かけても、なかなか流量が安定しない場合がある。これに対して、本実施形態のように、
あらかじめ、流量変化率が略一定になるような第１の弁開閉速度パターンの設定を行って
おき、第１の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を制御することによって
、より安定した（流量のハンチングがない）吐出弁制御が可能となる。その結果、送水配
管３３３内の水のハンチングや急激な圧力変動を抑制することができるので、ポンプシス
テムの安定した運用を図ることができる。
【００８３】
　さらに、高度処理等に使用するポンプなどでは、吐出流量の急変は、波立ちを含め、吐
出側の処理設備に影響を及ぼす等の課題があり、回転速度制御などの高価な設備が必要で
あったが、本実施形態によれば、簡易に流量変化率を一定に保つことができ、安価な弁制
御での対応が可能となる。
【００８４】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態は、第１実施形態と同様に、第１の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁
３３４の開閉を制御することに加えて、ポンプ３３０が始動運転又は停止運転を行ってい
る際には、第２の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を制御するものであ
る。第１実施形態と重複する箇所については適宜説明を省略する。
【００８５】
　図８は、第２実施形態における第２の弁開閉速度パターンの一例を示す図である。図８
において、横軸は、吐出弁３３４の弁開度であり、縦軸は、吐出弁３３４の弁開閉速度（
°／ｓｅｃ）である。
【００８６】
　図８のグラフ６１０に示すように、吐出弁３３４の第１の弁開度領域（０°～約２０°
）に対しては、約２．０（°／ｓｅｃ）の弁開閉速度が設定されている。また、第１の弁
開度領域より大きい第２の弁開度領域（約２０°～９０°）に対しては、第１の弁開度領
域における弁開閉速度より小さい約０．５（°／ｓｅｃ）の弁開閉速度が設定されている
。
【００８７】
　このようにして、あらかじめ設定された吐出弁３３４の開度ごとの弁の開閉速度（グラ
フ６１０）は、第２の弁開閉速度パターンを形成する。
【００８８】
　弁制御部２１４は、ポンプ３３０が通常運転をしているか、ポンプ３３０が始動信号に
応じて始動運転をしているか、又はポンプ３３０が停止信号に応じて停止運転をしている
かを判定する。そして、弁制御部２１４は、ポンプ３３０の通常運転時には、第１の弁開
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閉速度パターンにしたがって吐出弁３３４の開閉を制御し、始動運転時又は停止運転時に
は、第２の弁開閉速度パターンにしたがって、吐出弁３３４の開閉を制御する。
【００８９】
　なお、始動運転とは、ポンプ３３０が停止した状態からポンプ３３０を起動し吐出弁３
３４を全閉から全開にするまでの運転のことである。また、停止運転とは、ポンプ３３０
が運転されている状態から吐出弁３３４を全閉にしポンプ３３０を停止するまでの運転の
ことである。一方、通常運転とは、始動運転が終わった後、停止運転が行われるまでの運
転のことである。
【００９０】
　本実施形態によれば、小水量域（小開度領域）における吐出弁３３４の運転時間を短縮
することができ、ポンプ３３０の始動停止運転時の小水量域での運転の累積時間を短縮す
ることができるので、羽根車の損傷等の発生を抑制することができる。すなわち、ポンプ
は一般的に、定格仕様で最も効率が高くなるよう設計されており、小水量域（小開度領域
）では、キャビテーションの発生など、振動や羽根車の損傷が起こりやすい状態となるた
め、長寿命化のためには、なるべく小水量域での運転を避けることが好ましい。これに加
えて、ポンプの始動時や停止時は、流量の急変、水撃の発生や、駆動機の馬力オーバ等を
防止するため、始動、停止を行う場合が多く、小水量域での運転が回避できない場合があ
る。特に、起動頻度の多いポンプ設備は、ポンプの始動停止運転時の小水量域での運転の
累積時間が長くなり、羽根車の損傷等が問題になり得る。これに対して、本実施形態では
、ポンプ３３０の始動運転又は停止運転の際には、第１の弁開度領域（小開度領域）にお
ける第１の範囲内の弁開閉速度を、第２の弁開度領域（大開度領域）における第２の範囲
内の弁開閉速度より大きく設定しているので、小水量域（小開度領域）におけるポンプ３
３０の運転時間を短縮することができる。
【００９１】
　この点についてより詳細に説明する。図９は、ポンプのミニマムフローについて説明す
るための図である。図９において、横軸は、ポンプ３３０の流量（ｍ３／ｈ）を示し、縦
軸は、全揚程（ｍ）、ポンプ効率（％）、及びポンプが要求する必要ＮＰＳＨ（有効吸込
みヘッド）（ｍ）を示している。
【００９２】
　ポンプ３３０は、ポンプ３３０の始動運転時には、（１）→（２）→（３）（定格点）
の順に性能曲線６２０上を移動し、ポンプ３３０の停止運転時には、（３）（定格点）→
（２）→（１）の順に性能曲線６２０上を移動する。また、ポンプ効率６３０は、図９に
示すように、流量がミニマムフロー６４０より小さい運転領域では低くなり、ミニマムフ
ローを超えた運転領域では高くなる。さらに、ポンプが要求する必要ＮＰＳＨ６５０は、
定格点６６０を超えた領域で高くなる。
【００９３】
　ポンプを弁等で流量制御する場合、連続運転してよいミニマムフローが設定されている
。ミニマムフロー以下でポンプを運転するとキャビテーションや騒音・振動の原因となり
ポンプの寿命を短くする。ミニマムフローは通常、定格流量の４０～６０％にあり、ポン
プはミニマムフロー以上で運転することが条件となる。なお、キャビテーションとは、流
れる液体中で液体の一部が気化することにより空洞（ｃａｖｉｔｙ）を生ずる現象で、ポ
ンプ羽根車の入口部で局部的に静圧が揚液の飽和蒸気圧にまで下がって、蒸気の細かい気
泡が多数発生する沸騰現象である。キャビテーションが長く続くと羽根車やケーシングの
表面が壊食され、損傷する場合がある。
【００９４】
　本実施形態によれば、ポンプ３３０の始動運転時の図９（１）→（２）の時間、及びポ
ンプ３３０の停止運転時の図９（２）→（１）の時間を短くすることができる。したがっ
て、ポンプ３３０の長寿命化を図ることができる。
【００９５】
　また、吐出弁３３４がコーン弁（ロート弁）である場合、コーン弁の構造上、図８に示
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すように、全閉及び全開時に、リフト動作やシート動作という弁体の回転動とは異なる上
下動がある。この場合、完全な全閉状態（着座状態）になるまでに、ポンプは一定時間の
閉切運転（流量＝０）が課せられ、振動やキャビテーションなどによる損傷が問題となる
。この点、本実施形態によれば、ポンプ３３０の始動運転や停止運転において、吐出弁３
３４の開度が全閉付近にある場合（小開度領域）の弁の開閉速度が速いため、振動やキャ
ビテーションが発生する時間を短縮することができる。
【００９６】
　なお、図８の例では、吐出弁３３４の弁開度が約２０°を境に吐出弁３３４の開閉速度
が変わる例を示したが、これには限られない。吐出弁３３４の開度が所定の例えば３０°
未満の第１の弁開度領域（小開度領域）に対して第１の範囲内の弁開閉速度を設定し、３
０°以上の第２の弁開度領域（大開度領域）に対して第１の範囲内の弁開閉速度より小さ
い第２の範囲内の弁開閉速度を設定することもできる。
【００９７】
　また、図８では、吐出弁３３４の第１の弁開度領域（０°～約２０°）に対して弁開閉
速度（約２．０°／ｓｅｃ）が固定して設定される例を示したが、これには限られない。
例えば、弁開閉速度は、１つの値に固定するのではなく、第１の範囲（例えば、約０．５
°／ｓｅｃ以上約６．０°／ｓｅｃ未満）内で流動的に設定することができる。また、好
ましくは、第１の範囲を、約１．０°／ｓｅｃ以上約４．０°／ｓｅｃ未満とし、弁開閉
速度は、この第１の範囲内で流動的に設定することができる。
【００９８】
　また、図８では、吐出弁３３４の第２の弁開度領域（約２０°～９０°）に対して弁開
閉速度（約０．５°／ｓｅｃ）が固定して設定される例を示したが、これには限られない
。例えば、弁開閉速度は、１つの値に固定するのではなく、第２の範囲内（例えば、約０
．１°／ｓｅｃ以上約２．０°／ｓｅｃ未満）で流動的に設定することができる。また、
好ましくは、第２の範囲を、約０．１°／ｓｅｃ以上約１．０°／ｓｅｃ未満とし、弁開
閉速度は、この第２の範囲内で流動的に設定することができる。
【００９９】
　次に、第２実施形態におけるポンプの流量制御の方法について説明する。図１０は、第
２実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【０１００】
　第２実施形態におけるステップＳ２０１～Ｓ２０６は、第１実施形態におけるステップ
Ｓ１０１～Ｓ１０６と同様であるので、説明を省略する。
【０１０１】
　ステップＳ２０６の後、弁制御部２１４は、ポンプ停止指令を受信したか否かを判定す
る（ステップＳ２０７）。弁制御部２１４は、ポンプ停止指令を受信したと判定したら（
ステップＳ２０７，Ｙｅｓ）、第２の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉
を制御する（ステップＳ２０８）。
【０１０２】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたか否かを判定する（ステップＳ
２０９）。弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されていないと判定したら（ステップ
Ｓ２０９，Ｎｏ）、ステップＳ２０８に戻って、第２の弁開閉速度パターンに基づく吐出
弁３３４の開閉制御を行う。
【０１０３】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたと判定したら（ステップＳ２０９
，Ｙｅｓ）、停止運動が終了したとみなして、処理を終了する。
【０１０４】
　ステップＳ２０７において、弁制御部２１４は、ポンプ停止指令を受信していないと判
定したら（ステップＳ２０７，Ｎｏ）、弁開度又は目標流量の指令を受信したか否かを判
定する（ステップＳ２１０）。弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信した
と判定したら（ステップＳ２１０，Ｙｅｓ）、第１の弁開閉速度パターンに基づいて吐出
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弁３３４の開閉を制御する（ステップＳ２１１）。
【０１０５】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の
吐出流量（吐出弁３３４の吐出流量）が目標流量に達したか否かを判定する（ステップＳ
２１２）。
【０１０６】
　弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達しておらず、かつ、ポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達していないと判定したら（ステップＳ２１２，Ｎｏ）、ステップＳ
２１１に戻って、第１の弁開閉速度パターンに基づく吐出弁３３４の開閉制御を行う。
【０１０７】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達したと判定したら（ステップＳ２１２，Ｙｅｓ）、ステップＳ２０
７に戻って次の指令を待つ。
【０１０８】
　ステップＳ２１０において、弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信して
いないと判定したら（ステップＳ２１０，Ｎｏ）、始動運転を行っているものとみなして
、第２の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を制御する（ステップＳ２１
３）。
【０１０９】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全開されたか否かを判定する（ステップＳ
２１４）。弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全開されていないと判定したら（ステップ
Ｓ２０９，Ｎｏ）、ステップＳ２１３に戻って、第２の弁開閉速度パターンに基づく吐出
弁３３４の開閉制御を行う。
【０１１０】
　一方、吐出弁３３４が全開されたと判定したら（ステップＳ２１４，Ｙｅｓ）、始動運
転が終了したとみなして、ステップＳ２０７に戻って次の指令を待つ。
【０１１１】
　本実施形態によれば、吐出弁３３４の小開度時の開閉速度を速く設定することにより、
問題となる小水量域での運転を短くすることができ、キャビテーションによる損傷を最低
限に抑え、ポンプ３３０の長寿命化を図ることが可能となる。また、本実施形態によれば
、ポンプ３３０の運転状態を判断し、運転状態に応じて吐出弁３３４の制御モードを分け
たことによって、各運転時における最適な吐出弁３３４の制御を行うことができるので、
より操作性・信頼性の高めることができる。
【０１１２】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態は、第２実施形態と同様に、第１又は第２の弁開閉速度パターンに基づい
て吐出弁３３４の開閉を制御することに加えて、ポンプ３３０がトリップ（電源断）した
際には、第３の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を制御するものである
。第１，第２実施形態と重複する箇所については適宜説明を省略する。
【０１１３】
　図１１は、第３実施形態における第３の弁開閉速度パターンの一例を示す図である。図
１１において、横軸は、吐出弁３３４の弁開度であり、縦軸は、吐出弁３３４の弁開閉速
度（°／ｓｅｃ）である。
【０１１４】
　図１１のグラフ７１０に示すように、吐出弁３３４の第３の弁開度領域（０°～約２０
°）に対しては、約２．０（°／ｓｅｃ）の弁開閉速度が設定されている。また、第３の
弁開度領域より大きな第４の弁開度領域（約２０°～９０°）に対しては、第３の弁開度
領域における弁開閉速度より大きい約４．６７（°／ｓｅｃ）の弁開閉速度が設定されて
いる。
【０１１５】
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　このようにして、あらかじめ設定された吐出弁３３４の開度ごとの弁の開閉速度（グラ
フ７１０）は、第３の弁開閉速度パターンを形成する。
【０１１６】
　弁制御部２１４は、ポンプ３３０が通常運転をしているか、又はポンプ３３０が停電に
よる緊急停止信号に応じて緊急停止運転をしているかを判定する。そして、弁制御部２１
４は、ポンプ３３０の通常運転時には、第１の弁開閉速度パターンにしたがって吐出弁３
３４の開閉を制御し、緊急停止運転時には、無停電電源２０２を用いて、第３の弁開閉速
度パターンにしたがって、吐出弁３３４の開閉を制御する。なお、弁制御部２１４は、こ
れに加えて、ポンプ３３０が始動信号に応じて始動運転をしているか、又はポンプ３３０
が停止信号に応じて停止運転をしているかも判定し、始動運転時又は停止運転時には、第
２の弁開閉速度パターンにしたがって、吐出弁３３４の開閉を制御することができる。
【０１１７】
　なお、緊急停止運転とは、ポンプ３３０が動作中に停電などが生じた場合に、ポンプ３
３０を緊急停止するために、吐出弁３３４を急速に全閉する運転である。
【０１１８】
　本実施形態によれば、例えばポンプ設備の停電などによってポンプトリップが発生した
場合に、第４の弁開度領域（大開度領域）においては、第３の弁開度領域（小開度領域）
における第３の範囲内の弁開閉速度より大きい第４の範囲内の弁開閉速度によって弁を閉
止制御する。これにより、ポンプトリップが発生した場合に、第４の弁開度領域（大開度
領域）において急速に弁を閉止制御するとともに、弁が完全に閉止される直前の第３の弁
開度領域においては、緩やかに弁を閉止することによって衝撃や衝撃音の発生を抑制する
ことができる。また、本実施形態によれば、ポンプトリップ時に、吐出弁３３４を全閉に
することにより、吐出弁３３４を逆止弁として機能させることができる。その結果、従来
用いられていた逆止弁を省略することが可能となり、システムの簡素化を図ることができ
る。
【０１１９】
　なお、図１１の例では、吐出弁３３４の弁開度が約２０°であるところを境に吐出弁３
３４の開閉速度が変わる例を示したが、これには限られない。例えば、吐出弁３３４の開
度が３０°以下の小開度領域において、吐出弁３３４の開閉速度を変えることもできる。
【０１２０】
　また、図１１では、吐出弁３３４の第３の弁開度領域（０°～約２０°）に対して弁開
閉速度（約２．０°／ｓｅｃ）が固定して設定される例を示したが、これには限られない
。例えば、弁開閉速度は、１つの値に固定するのではなく、第３の範囲（例えば、約０．
５°／ｓｅｃ以上約４．０°／ｓｅｃ未満）内で流動的に設定することができる。
【０１２１】
　また、図１１では、吐出弁３３４の第４の弁開度領域（約２０°～９０°）に対して弁
開閉速度（約４．６７°／ｓｅｃ）が固定して設定される例を示したが、これには限られ
ない。例えば、弁開閉速度は、１つの値に固定するのではなく、第４の範囲（例えば、約
１．０°／ｓｅｃ以上約６．０°／ｓｅｃ未満）で流動的に設定することができる。
【０１２２】
　次に、本実施形態における弁開閉の制御のタイムチャートを説明する。図１２は、第３
実施形態における弁開閉の制御のタイムチャートの一例を示す図である。
【０１２３】
　図１２において、横軸は、ポンプ３３０の緊急停止運転における時間経過（動作時間）
であり、縦軸は、吐出弁３３４の弁開度である。図１２は、吐出弁３３４が９０°の開度
の場合（第４の開度領域にある場合）に緊急停止指令を受信した場合の、緊急停止運転の
タイムチャートである。
【０１２４】
　図１２のグラフ８１０に示すように、弁制御部２１４は、緊急停止指令を受信したら、
吐出弁３３４を第４の範囲内の弁開閉速度（約４．６７°／ｓｅｃ）で閉止制御する。こ
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こでは、吐出弁３３４にリフト動作があるので、リフト動作中には開度は９０°のままで
ある。リフト動作が終わったら、吐出弁３３４の弁開度は９０°から約２０°まで急速に
閉止される。つまり、０秒から２０秒までの間は、吐出弁３３４の閉動作を急速に行うこ
とになる。
【０１２５】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４の弁開度が約２０°（第３の開度領域）まで
閉止されたら、この約２０°で所定時間（図１２の例では、２０秒間）、吐出弁３３４の
閉止制御を停止する。つまり、２０秒から４０秒までの間は、吐出弁３３４の小開度を維
持することになる。
【０１２６】
　そして、弁制御部２１４は、所定時間経過後、第３の範囲内の弁開閉速度（約２．０°
／ｓｅｃ）によって吐出弁３３４を閉止制御する。つまり、４０秒から６０秒までの間は
、緩やかに吐出弁３３４の閉動作を行うことになる。なお、ここでは、吐出弁３３４にシ
ート動作があるので、５０秒から６０秒までの間は、吐出弁３３４のシート動作が行われ
る。
【０１２７】
　本実施形態によれば、ポンプトリップにより水撃作用が発生して送水配管３３３の圧力
上昇が発生したとしても、吐出弁３３４の開度が第３の開度領域まで閉止されたところで
吐出弁３３４の閉止制御を所定時間停止するので、この間に、ポンプ３３０の吐出側の圧
力をポンプ３３０の吸込側に逃がすことができる。その結果、ポンプ３３０の吐出側の圧
力上昇を抑制することができるので、送水配管３３３の破損を防止することができる。
【０１２８】
　次に、第３実施形態におけるポンプの流量制御の方法について説明する。図１３は、第
３実施形態におけるポンプの流量制御のフローチャートである。
【０１２９】
　第３実施形態におけるステップＳ３０１～Ｓ３０６は、第１実施形態におけるステップ
Ｓ１０１～Ｓ１０６と同様であるので、説明を省略する。
【０１３０】
　ステップＳ３０６の後、弁制御部２１４は、ポンプトリップによるポンプ緊急停止指令
を受信したか否かを判定する（ステップＳ３０７）。弁制御部２１４は、ポンプ緊急停止
指令を受信したと判定したら（ステップＳ３０７，Ｙｅｓ）、第３の弁開閉速度パターン
に基づいて吐出弁３３４の開閉を制御する（ステップＳ３０８）。
【０１３１】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたか否かを判定する（ステップＳ
３０９）。弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されていないと判定したら（ステップ
Ｓ３０９，Ｎｏ）、ステップＳ３０８に戻って、第３の弁開閉速度パターンに基づく吐出
弁３３４の開閉制御を行う。
【０１３２】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたと判定したら（ステップＳ３０９
，Ｙｅｓ）、緊急停止運動が終了したとみなして、処理を終了する。
【０１３３】
　ステップＳ３０７において、弁制御部２１４は、ポンプ緊急停止指令を受信していない
と判定したら（ステップＳ３０７，Ｎｏ）、ポンプ停止指令を受信したか否かを判定する
（ステップＳ３１０）。弁制御部２１４は、ポンプ停止指令を受信したと判定したら（ス
テップＳ３１０，Ｙｅｓ）、第２の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を
制御する（ステップＳ３１１）。
【０１３４】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたか否かを判定する（ステップＳ
３１２）。弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されていないと判定したら（ステップ
Ｓ３１２，Ｎｏ）、ステップＳ３１１に戻って、第２の弁開閉速度パターンに基づく吐出
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弁３３４の開閉制御を行う。
【０１３５】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全閉されたと判定したら（ステップＳ３１２
，Ｙｅｓ）、停止運動が終了したとみなして、処理を終了する。
【０１３６】
　ステップＳ３１０において、弁制御部２１４は、ポンプ緊急停止指令を受信していない
と判定したら（ステップＳ３１０，Ｎｏ）、弁開度又は目標流量の指令を受信したか否か
を判定する（ステップＳ３１３）。弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信
したと判定したら（ステップＳ３１３，Ｙｅｓ）、第１の弁開閉速度パターンに基づいて
吐出弁３３４の開閉を制御する（ステップＳ３１４）。
【０１３７】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の
吐出流量（吐出弁３３４の吐出流量）が目標流量に達したか否かを判定する（ステップＳ
３１５）。
【０１３８】
　弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達しておらず、かつ、ポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達していないと判定したら（ステップＳ３１５，Ｎｏ）、ステップＳ
３１４に戻って、第１の弁開閉速度パターンに基づく吐出弁３３４の開閉制御を行う。
【０１３９】
　一方、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が目標開度に達したか、又はポンプ３３０の吐
出流量が目標流量に達したと判定したら（ステップＳ３１５，Ｙｅｓ）、ステップＳ３０
７に戻って次の指令を待つ。
【０１４０】
　ステップＳ３１３において、弁制御部２１４は、弁開度又は目標流量の指令を受信して
いないと判定したら（ステップＳ３１３，Ｎｏ）、始動運転を行っているものとみなして
、第２の弁開閉速度パターンに基づいて吐出弁３３４の開閉を制御する（ステップＳ３１
６）。
【０１４１】
　続いて、弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全開されたか否かを判定する（ステップＳ
３１７）。弁制御部２１４は、吐出弁３３４が全開されていないと判定したら（ステップ
Ｓ３１７，Ｎｏ）、ステップＳ３１６に戻って、第２の弁開閉速度パターンに基づく吐出
弁３３４の開閉制御を行う。
【０１４２】
　一方、吐出弁３３４が全開されたと判定したら（ステップＳ３１７，Ｙｅｓ）、始動運
転が終了したとみなして、ステップＳ３０７に戻って次の指令を待つ。
【０１４３】
　本実施形態によれば、ポンプトリップにより水撃作用が発生し、送水配管３３３内に圧
力上昇が発生するような場合であっても、吐出弁３３４の全閉付近で緩閉鎖させ、圧力を
吸い込み側に逃がすことができるので、送水配管３３３内の圧力上昇を抑え、送水配管３
３３の破損を防止することが可能である。また、本実施形態のように、可変速で、任意に
設定可能な制御機構を用いたことにより、従来の油圧緩閉式逆止弁等の開閉速度設定が難
しい設備に比べ、より確実にシミュレーションによる対策方法（開閉タイミング）を設備
の仕様に入れ込むことができ、安全で信頼性の高い設備が構築できる。また、本実施形態
によれば、吐出弁３３４の開閉速度の再設定ができることにより、ポンプ増設、増量等に
よる送水量の変更があった場合でも、シミュレーションに合った再設定（開閉タイミング
）が可能となり、安全で信頼性の高い設備を構築することができる。
【符号の説明】
【０１４４】
２０２　無停電電源
２１０　受配電・操作制御盤
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２１４　弁制御部（制御部）
３００　ポンプ設備
３２０　吸込水槽
３３０　ポンプ
３３１　吸水配管
３３２　電動機
３３３　送水配管
３３４　吐出弁
３３６　モータ（ドライバ）
３５０　吐出弁ユニット
１０００　ポンプシステム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図９】
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【図１２】

【図１３】
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